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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名

業 者 名 住 所
有限会社阿波牛の藤原 徳島県板野郡松茂町広島字東裏３番地

２．指名停止措置期間
令和５年３月２９日 から 令和５年６月２８日 まで（３ヶ月）

３．指名停止措置の範囲
四国地方整備局管内

４．事実概要
上記有資格業者である、(有)阿波牛の藤原の代表は2020年10月に藍住町教育委員会が発注した学校

給食用の阿波牛の購入先選定のため実施した「見積もり合わせ」において、藍住町副町長より当時の
藍住町議を通じ、既に提出された他業者の見積書の最低価格の情報を入手し、自身は他業者を下回る
価格の見積書を提出して自身の会社に受注させたとして、令和５年２月１３日、公契約入札妨害容疑
で徳島県警に逮捕された。

５．指名停止措置理由
「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」第１条の規定に準用され

る「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１０号及び「地方整備局（港湾空港関
係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１０号に該当する。

＜措置要領 別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（公契約関係競売等妨害又は談合） 逮捕又は公訴を知った

10 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等 日から3ヵ月以上12ヵ

が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経な 月以内

いで公訴を提起されたとき（第12号に掲げる場合を除く。）。

＜問い合わせ先＞
国土交通省 四国地方整備局
高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０３）
総務部契約課長 半田 達也 （内線２５１１）
総務部経理調達課長 大谷 繁 （内線６３１１）

○総務部契約課課長補佐 畠山 晋一 （内線２５１２）


